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2-6 工事用車両の運行 

・使用する主な工事用車両としては、発生土等の運搬用のダンプトラックや資機材等の運搬用のトレ

ーラートラック、コンクリートの運搬用のコンクリートミキサー車などである。本工事における工

事用車両の主な運搬ルートを図 2-8 に示す。早川町で発生する建設発生土の一部については、塩島

地区発生土置き場をはじめとする発生土置き場等の他に、山梨県が計画している早川・芦安連絡道

路の造成において、活用することを見込んでいる。ここで、早川町内における中央新幹線関係の全

工事を含む想定工事用車両の台数推移を図 2-9 に示す。図 2-9 では南北方向の工事用車両の分散に

ついては想定せず、工事用車両の台数のみを記載している。なお早川・芦安連絡道路への建設発生

土の運搬は、平成 29 年 11 月以降に一部開始する。 
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図 2-8(1)  工事用車両の主な運搬ルート 
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図 2-8(2)  工事用車両の主な運搬ルート 

※ 行政等との協議により、早川の河川区域内を通行する場合がある。 

   運搬ルート（河川区域内通行）※ 
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図 2-9 早川町内における中央新幹線関係の全工事を含む想定工事用車両の台数推移 

 

※本工事の他に既契約の中央新幹線南アルプストンネル新設（山梨工区）や、今後工事契約する早川橋りょうの工事

分も含む。 

※各年度における台数が最大となる日のもので、年間を通して常にグラフに示す工事用車両が通行するものではな

い。 

※中央新幹線南アルプストンネル新設（山梨工区）工事における環境保全について（平成 27 年 12 月）において示し

た工事用車両の台数の推移を最新の状況に合わせて更新したものである。なお、最大となる台数は従前と同数であ

る。 
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第３章 環境保全措置の計画 

3-1 環境保全措置の検討方法 

・評価書で予測した結果をもとに、環境保全措置について、現地の状況に合わせて図 3-1 に示す具体

的検討手順により採否を検討した。 

 

（具体的検討手順） 

 

図 3-1 環境保全措置の具体的検討手順 

 

  

施設や早川東工事施工ヤードの詳細な計画にあたり、重要な動植物の種が生息・生育す

る箇所をできる限り回避するとともに、重要な地形及び地質等その他の環境要因への影

響も考慮し地形の改変範囲をできる限り小さくするように計画 

そのうえで、工事による影響を低減させるための環境保全措置を、現場の状況に即し、 

・建設機械、仮設設備等のハード面 

・係員配置、教育・指導、設備のメンテナンス等のソフト面 

から検討 

必要な場合には、環境を代償するための措置について検討 
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3-2 環境保全措置を検討した事業計画地 

・今回、環境保全措置を検討した事業計画地は、第四南巨摩トンネル（西工区）及び非常口トンネル

等（早川東工事施工ヤード含む）である。環境保全措置を検討した事業計画地の位置を図3-2に示

す。また、本工事で使用する県道南アルプス公園線（県道37号線）に係る工事用車両の運行による

影響については既に当社が公開している「中央新幹線南アルプストンネル新設（山梨工区）におけ

る環境保全について（平成27年12月）」、「塩島地区発生土置き場における環境保全について（平成27

年12月（平成28年11月及び平成29年4月更新））」、「早川町内雨畑地区発生土仮置き場における環境保

全について（平成28年10月）」、「早川町内塩島地区（南）発生土仮置き場における環境保全について

（平成28年12月）」、「早川町内西之宮地区発生土仮置き場における環境保全について（平成29年6

月）」の中で計画した環境保全措置と合わせて検討した。なお、早川東工事施工ヤードから上記以外

の発生土置き場までの運搬ルートにおける工事用車両の運行による影響に対する環境保全措置につ

いては、各発生土置き場における環境保全についての中で計画する。 

 






































































































